
 

 

 

 

◇平成１８年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金を受けとられた皆様に、

平成１８年中に支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『平成１８年分公的

年金等の源泉徴収票』を社会保険業務センターからお送りします。 

 

◇『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税の確定申告（住所地を管轄する税務署で受付）の際の添付書類

等として必要となりますので大切に保管してください。 

 

（注）公的年金等の源泉徴収票を以下「源泉徴収票」といいます。 

 

公的年金等の源泉徴収票に関するＱ＆Ａは、こちらをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢電話による源泉徴収票の再交付の受付は、個人情報保護の観点から、ご本人を対象とさせていた

だいております。 

➢ご本人が直接申請することが困難なため、配偶者の方が申請を行う場合には、配偶者であること

を確認のうえ、受け付けさせていただいております。 

源泉徴収票は、ご本人宛に郵送いたします。 

➢来訪による再交付は、お近くの社会保険事務所又は年金相談センターで承っております。 

なお、来訪により再交付を希望される方は、次の書類をお持ちください。 

ご 本 人・・・基礎年金番号・年金コードが確認できる年金証書等 

ご本人以外の方・・・再交付を希望する方の年金証書等の他に、委任状、依頼を受けた方の本

人確認ができる運転免許証等 

➢源泉徴収票の再交付の申請は、電子申請でも手続可能です。 

電子申請での手続をご希望される方は、厚生労働省電子申請・届出システムより行ってください。 

 

 

※ 電子申請にて手続を行うには、申請内容の盗視、改ざん、なりすまし等を防止するために  

電子証明書が必要となります。 

申請者電子証明書の入手及び設定方法については、こちらをご覧ください。 

平成１９年１月１１日より「平成１８年分公的年金等の源泉徴収票」の送付を

始めます。 

源泉徴収票の再交付の受付は、 

「０５７０－０７－１１６５」（ねんきんダイヤル）で 

平成１９年１月１５日より承っております。 

 平成１９年１月１１日(木)～１月１９日(金)の間に順次送付いたします。 

 ☞ 各地域の発送スケジュールはこちらです。 

源泉徴収票送付スケジュール 

源泉徴収票の再交付の受付 

 

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/nenkintel.htm
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CRNTetsuzukiServlet?eventCd=Shousai&tetsuzukiID=05865&id=M8&code=M
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/html/CRNNinshou.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 確定申告が必要となる方 

収入が公的年金のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額から各種所得控除の合計額を控除し

た後の金額に対して税率を適用して計算した金額が定率減税額を超える方は、所得税の確定申告を

行わなければなりません。 

また、２以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方や年金以外に給与等の

所得がある方などは、多くの場合、所得税の確定申告が必要です。 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧頂くか、お近くの税務署にお問い合わせください。 

 

 

■ 確定申告をすることができる方 

確定申告が必要でない場合でも、次のいずれかに該当し、所得税を納め過ぎとなっているような

方は、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付を受けることができます。 

○ 源泉徴収においては所得控除を受けることができなかった控除（社会保険料控除、生命保険料

控除など）がある方 

○ 災害などの損失について雑損控除を受けようとする方 

○ 医療費に係る医療費控除を受けようとする方 

○ 扶養親族等申告書を提出していない方 

○ 扶養親族等申告書を提出した後において扶養親族等が増加した方 

 

 

■ 確定申告書の提出期限 

確定申告が必要となる方は、所得の生じた年の翌年の２月１６日から３月１５日まで、確定申告

をすれば税額の還付が受けられる方は、所得の生じた年の翌年の１月１日から還付請求権が消滅す

るまでの５年間です。 

 

※確定申告書の提出先は、いずれの場合も年金受給者の住所地を管轄する税務署です。 

なお、このときの添付書類の 1つとして源泉徴収票が必要となります。 

確定申告について 

◇所得税の課税対象は、原則として毎年１月１日から１２月３１日までの１年間に生じたすべて

の所得（平成１９年１月１５日に支払われた年金を含みます。）です。 

その年中に生じたすべての所得の金額を計算し、その所得の金額に対する所得税の額を算出し

て申告することとなっています。 

 

◇確定申告は、その年中に生じた所得金額の総決算を意味すると同時に、その所得金額について

計算した税金の額を、源泉徴収された税金、予定納税で納めた税金などの総額と比べて過不足

を精算するためのものです。 

 

◇確定申告に関することについては、お近くの税務署にお問い合わせください。 

➢国税庁ホームページでは、確定申告に関する情報をご覧いただけます。 

http://www.nta.go.jp/

